
　　　　　 （１人で数戸を所有する場合は１人、数人で１戸を共有する場合も１人としてカウント）

　議決権要件　　・・規約で別段の定めがない場合、賛成者の有する専有部分の面積の割合で決する＜面積要件＞

賛成区分所有者（４／５以上）

集会を招集した者が
建替えに参加するか否かを 催告を受けた日から
回答すべき旨を書面で催告 ２ヶ月以内に回答

（無回答は参加しない旨の
回答をしたものとみなす）

参加する 参加しない
賛成区分所有者（４／５以上） 旨の回答者 旨の回答者
（賛成者） （参加回答者） （不参加回答者）

（必要に応じ）買受指定者を指定
買い受けを
指定された
者（買受指定者）

賛成者、参加回答者又は買受指定者が
不参加回答者に対し､時価で売り渡すべき
ことを請求(売渡し請求)
（催告回答期限後２ヶ月以内）
＜その行為の意思表示が相手方に到達すると

直ちに時価による売買契約が成立したものとされる＞

不参加回答者の区分所有権及び敷地利用権を
賛成者、参加回答者又は買受指定者が取得

（建替え参加者）
区分所有権又は
敷地利用権を買い受けた 賛成者 参加回答者
買受指定者

建替え決議の内容により建替えを行う旨の
合意をしたものとみなされる（区分所有法第64条又は第70条）

　建替え事業の実施

区分所有者
（１／５未満）

建替え決議成立後の流れ

　区分所有者要件・・全体の合計人数に対する賛成者の人数の割合で決する＜人数要件＞

　　　　　（一括建替え決議の全体の議決権は、規約に別段の定めがあっても、敷地の持分割合で決する）

　　  区分所有者及び議決権の各４／５以上（団地内建物全体の区分所有者及び議決権の各４／５以上、
    かつ、各棟の区分所有者及び議決権の各２／３以上）の多数で決する

区分所有法の建替え決議と建替え決議後の流れについて

賛成しなかった

建物の区分所有等に関する法律＜区分所有法＞

第62条（第70条）
　建替え決議（団地内の建物の一括建替え決議）　


